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第 ８ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成27年１月27日(火曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前10時42分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 報告事項 

  ①阿蘇山中岳噴火に伴う対応について 

  ②平成25年の農業産出額及び生産農業所

得について 

  ③ミカン価格の現状と今後の対策につい

て 

  ④地下水と土を育む農業の推進について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 渕 上 陽 一 

        副委員長 九 谷 高 弘 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 浦 田 祐三子 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

農林水産部 

部 長 梅 本   茂 

政策審議監 濱 田 義 之 

経営局長 山 口 達 人 

生産局長 山 中 典 和 

農村振興局長 小 栁 倫太郎 

森林局長 岡 部 清 志 

水産局長 平 岡 政 宏 

首席審議員兼         

農林水産政策課長 田 中 純 二 

団体支援課長 山 口 洋 一 

農地・農業振興課長 本 田 充 郎 

農地・農業振興課政策監 川 口 卓 也 

担い手・企業参入支援課長 國 武 慎一郎 

流通企画課長 西 山 英 樹 

むらづくり課長 潮 崎 昭 二 

農業技術課長 園 田   誠 

農産課長 下 舞 睦 哉 

園芸課長 古 場 潤 一 

畜産課長 矢 野 利 彦 

首席審議員兼農村計画課長 荻 野 憲 一 

農地整備課長 池 田 雄 一 

技術管理課長 原   俊 彦 

首席審議員兼森林整備課長 長﨑屋 圭 太 

林業振興課長 江 上 憲 二 

森林保全課長 塩 木 康 博 

水産振興課長 平 山   泉 

漁港漁場整備課長 原 田 高 臣 

農業研究センター所長 野 口 法 子 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議事課主幹 黒 岩 雅 樹 

政務調査課主幹 福 田 聖 哉 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開会 

○渕上陽一委員長 ただいまから第８回農林

水産常任委員会を開会いたします。 

 それでは、本日の議題に入ります。 

 執行部から報告の申し出が４件あっており

ます。 

 報告について執行部の説明を求めた後に、

一括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は､効率よく進め

るために着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 まず、梅本農林水産部長から総括説明を行
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い、続いて担当課長から順次説明をお願いい

たします。 

 

○梅本農林水産部長 今回の報告事項の概要

につきまして御説明をいたします。 

 報告案件は４件でございます。 

 まず、１件目は、阿蘇山の中岳噴火に伴い

ます農林水産部の対応状況等について御報告

を申し上げます。 

 ２件目は、平成25年の農業産出額及び生産

農業所得について、昨年末に国が公表しまし

たデータについて、本県の状況とその分析結

果について報告をいたします。 

 ３件目ですけれども、ミカンの価格の現

状、それから今後の経営支援、農家に対する

生産対策について御報告をいたします。 

 最後に、４件目でございますが、これまで

当委員会に御報告・御審議いただきました地

下水と土を育む農業の推進について、昨年11

月に開催いたしました県民会議における主な

意見、及び今年度の制定を目指しております

条例（案）に対するパブリックコメントの結

果について御報告を申し上げます。 

 詳細については、それぞれ担当課長から御

説明させますので、よろしく御審議のほどお

願い申し上げます。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 こちらのほうから、阿蘇山中岳噴火に伴う

対応についてと、(2)の平成25年の農業産出

額及び生産農業所得について御報告させてい

ただきます。 

 まず、阿蘇山中岳噴火に伴う対応について

でございます。 

 資料は(1)でございます。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 阿蘇山火口周辺の降灰状況についてでござ

います。 

 土木部が観測地点を10カ所設け、降灰の厚

さについて測定を行った結果を掲載しており

ます。最も降灰が大きかった地点として、③

の仙酔峡ロープウェイ乗り場で、約5.5ミリ

の降灰が測定されております。後ほど御説明

いたしますが、今後は農林水産部におきまし

ても降灰を測定し、影響の調査を行っていく

こととしております。 

 続きまして、２ページをお願いいたしま

す。 

 これまでの対応状況についてでございま

す。 

 12月の委員会で御説明しましたものに新た

な事項を加えておりますので、その事項につ

いて説明させていただきます。追加した項目

については朱書きで記載しております。 

 (1)被害状況調査でございます。１月８日

に知事、議長による南阿蘇の降灰状況の調査

がございました。この際知事から、起こり得

る被害や影響を予想して、スピード感を持っ

て対策をとるようにと指示があったところで

ございます。 

 続きまして、３ページをお願いいたしま

す。 

 降灰状況の調査について、農林水産部にお

いて、中岳火口から半径25キロメートル以内

において、20カ所の観測地点を設けることと

しており、降灰量とともにｐＨの測定を行っ

ていくこととしております。 

 (2)対策会議につきましては、12月24日

に、第２回の庁内情報連絡会議が開催され、

26日には、農林水産部においても対策会議を

開催しました。降灰状況や今後の対策等につ

いて検討を行ってまいりました。 

 また、１月16日には、庁内横断的に、阿蘇

山の降灰対策計画の策定に係るプロジェクト

チームが発足いたしました。 

 続きまして、４ページをお願いします。 

 (3)技術等対策についてでございます。 

 下段に記載しております県阿蘇活動火山営

農技術指針には、法に基づく整備計画作成な
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どの基礎となる指針であり、昭和55年に策定

されたものを現状の作型や品目に合うように

今回改訂を行いました。 

 事例の１つとしまして、土壌酸性度矯正に

ついての指導事項を記載しております。火山

灰のｐＨが5.5から7.0、火山灰の降灰量が２

センチ以下の降灰であれば土壌と混和するだ

けで、土壌への影響はございません。しか

し、ｐＨが5.5以下になると、２センチ以下

であっても、石灰資材と堆肥を投入して土壌

と混和するよう指導方針を定めております。

このように被害軽減のための的確な技術支援

のもととなるのがこの指針でございます。 

 最後に、５ページをお願いいたします。 

 (5)事業での降灰対策について、既存の森

林整備加速化・林業再生基金事業を活用しま

して、シイタケへの降灰の影響を軽減させる

ため、被覆シートやブロアなどの導入支援を

行うため、関係団体等に対して説明を行った

ところでございます。今後、速やかな事業実

施となるよう、市町村関係者一体となって行

ってまいります。 

 ３、今後の対応についてでございます。 

 まず、引き続き市町村やＪＡ等と連携して

調査を行うとともに、状況を踏まえ、必要な

対策について検討してまいります。 

 また、活動火山対策特別措置法に基づく県

防災営農施設整備計画の作成に、市町村と連

携し着手してまいります。 

 なお、この整備計画を踏まえ、市町村等が

事業実施計画書を策定し、国庫事業等を活用

して降灰対策を行うことになります。 

 以上、阿蘇山中岳噴火に伴う対応について

でございました。 

 続きまして、平成25年の農業産出額及び生

産農業所得について御報告いたします。 

 資料(2)でございます。 

 この統計は、国が、毎年１月１日から12月

31日までの１年間における農業生産の実態を

把握し、農政の企画・立案等の基礎資料とす

るため推計を行っているものでございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 農業産出額の年次別推移でございます。棒

グラフのとおり４年連続で増加しており、平

成25年は3,250億円で、前年に比べ５億円、

0.2％の増額となっております。 

 また、全国での順位は、右の表のとおり５

位でございます。九州では鹿児島県に次ぐ２

位で、平成22年から４年連続で上位を維持し

ております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 農業産出額の部門別及び品目別の内訳でご

ざいます。 

 部門別では、円グラフのとおり、野菜と畜

産、その他が３分の１ずつを占めており、本

県の農業の特徴である多彩な農業を反映して

おります。 

 また、品目別では、右の表のとおりトマ

ト、米、肉用牛が上位３品目で、以下生乳、

豚、ミカン、イチゴ、メロン、スイカ、鶏卵

の順となっております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 農業産出額に関する前年との比較でござい

ます。 

 左側の部門別比較の表の中ほどの増減額を

見ますと、米価下落で、米が47億円の減少、

野菜が前年並みとなりましたが、畜産物の価

格上昇により肉用牛が17億円、豚が25億円と

大幅に増加したため、農業産出額全体では前

年より５億円の増加となりました。 

 次に、右側の品目別比較では、平成24年に

初めて400億円を突破したトマトが、平成25

年には米を抜いて初めて１位となりました。 

 ４ページをお願いいたします。 

 生産農業所得でございます。 

 年次別推移の棒グラフでは、平成21年に87

9億円まで落ち込んだものの、ここ４年間は

増加傾向でございます。平成25年は農業産出

額の伸び等により1,167億円で、前年に比べ3

3億円、2.9％の増加となりました。 
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 また、生産農業所得が産出額に占める割合

を、赤色の折れ線で表示しております。前年

の35％から36％に伸びております。 

 次に、全国の順位は右側の表のとおり４

位、九州では１位で、平成24年から２年連続

となります。 

 なお、農業産出額では、鹿児島県より約1,

000億円近く少なく九州２位でございます

が、生産農業所得では、鹿児島県を上回り九

州１位となっております。これは、畜産が中

心の鹿児島県に対し、本県の農業が施設園

芸、米、畜産などでバランスよく構成されて

いることに加え、本県の「稼げる農業」の実

現に向けた施策の成果が少しずつあらわれて

きているものと考えております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 まとめになりますが、図のとおり、所得

（Ｒ）は、価格（Ｐ）×数量（Ｑ）から経

費（Ｃ）を差し引いてあらわされます。所得

拡大のためには、価格や数量の向上、経費の

節減に取り組む必要があります。 

 今後、豊かな農林水産業を実現し、持続可

能で元気な農山漁村を築くために、これまで

の実績を踏まえながら、図の右側部、ピンク

色の部分のＰ、Ｑ、Ｃの施策をさらに加速化

してまいります。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い

します。 

 

○古場園芸課長 資料(3)みかん価格の現状

と今後の対策について報告をいたします。 

 めくっていただきまして、１ページでござ

います。 

 １のみかん価格の現状等についてでござい

ます。 

 (1)26年産のミカンの販売状況でございま

すけれども、26年産のミカンは、８月の日照

不足等から全国的に糖度が低く、果物全体の

出荷量も多かったことから、９月のスタート

から全国的に価格が低迷いたしました。それ

に加えまして、熊本産は、10月末の台風の接

近、降雨などの影響で、11月以降市場におい

て腐敗果が多く発生し、近年にない低価格と

なりました。 

 (2)26年夏以降の日照不足等への対策でご

ざいます。 

 緊急情報の発信や緊急対策会議を開催し、

ミカン農家に対しシートマルチの徹底、フィ

ガロンの散布など、品質向上に向けた対策を

推進いたしましたが、残念ながら品質の向

上、価格の好転には至らなかったという結果

になりました。 

 こうした状況に対しまして、２ページでご

ざいます。２、今後の対策でございますけれ

ども、まず(1)として、「熊本県みかん価格下

落対策経営安定資金」を創設いたします。価

格下落の影響を受け減収となったミカン農家

が運転資金を借り入れる場合、県、市町村、

融資機関で利子補給をするものでございま

す。 

 資金の概要をごらんいただきたいと思いま

す。①対象者でございますけれども、農業収

入が前期よりも10％以上減少したミカン農家

となります。 

 ③対象資金は、農協や銀行などの民間金融

機関が融資する資金、もしくは政策金融公庫

のセーフティネット資金でございます。 

 ④貸付限度額は600万円。 

 ⑤金利負担軽減措置の内容でございますけ

れども、10％以上減収したミカン農家で、金

利を0.3から0.35％、30％以上の農家では無

利子とするものでございます。３年間利子補

給を行うものでございます。 

 (2)27年産に向けた生産対策でございま

す。ポツの１つ目でございますけれども、産

地に品質向上のためのモデル園を設置いたし

ます。 

 それから、２つ目のポツでございます。想

定外の気象条件のもとでも確実に糖度を上げ

るため、シートマルチの拡大と園地外への排
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水対策を徹底させます。 

 それから、３ページでございます。28年春

から、浮き皮が少なく糖度が高い県の育成品

種「熊本ＥＣ１１」の導入を進めてまいりま

す。 

 それから、(3)国の緊急需給調整特別対策

事業でございます。全国的に価格が低迷した

場合、生果を加工に仕向ける緊急需給調整特

別対策事業がございます。26年産価格低下時

に発動されなかったということから、発動基

準の改正を国に対し要望してまいります。 

 園芸課は以上でございます。 

 

○園田農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 (4)の地下水と土を育む農業の推進につい

て御報告を申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 地下水と土を育む農業推進条例、これは仮

称でございますが、これについて説明をさせ

ていただきます。 

 本県の宝でございます地下水と土を50年、

100年先の未来に引き継いでいくためには、

条例に基づく対策の恒久化が必要ということ

でございまして、これまでに県民会議を開催

し、それからパブリックコメントを実施して

おります。 

 地下水と土を育む農業推進は、５本の柱で

推進していくことにしておりまして、ここに

書いてございます１番目が「県民と協働した

県民運動の展開」、２番目が「化学肥料及び

農薬の低減と土づくりの推進」、３つ目が

「良質堆肥の生産及び広域流通の推進」、４

つ目が「水田の積極的な利用による地下水か

ん養」、５つ目が「地下水と土を育む農業を

発展させる試験研究及び技術の普及」という

ような５つの柱でございます。 

 これらの取り組みは、一番下の図に書いて

ございますが、それぞれが連動して動くこと

によって進んでいくということでございまし

て、畜産農家が良質な堆肥をつくって耕種農

家に提供し、耕種農家はそれを使って化学肥

料を減らした栽培を行い、水田で飼料稲など

をつくって畜産農家に提供いたします。これ

によって飼料の自給率も向上いたします。 

 それから、右側の研究機関・普及組織が技

術的にそれを支えていき、左側の消費者・企

業が生産された農産物を購入することで、う

まく循環していくというような仕組みでござ

います。 

 ２ページをお願いいたします。 

 昨年の11月12日に実施いたしました県民会

議での意見を取りまとめたものでございま

す。 

 出席者は、知事を本部長といたしまして、

有識者、農業団体それから消費者団体、地下

水保全団体などの代表者15名でございます。 

 会議の中での主な意見でございますが、大

きく３つに分類をいたしました。 

 １つ目が、県民会議に対する御意見でござ

います。県民会議は、県民全体を牽引する役

目を果たしていただきたいというような御意

見が有識者のほうから出ております。それか

ら農業関係者、畜産関係者が県民会議に参加

したことで、推進する土壌ができたというよ

うな意見もございました。それから農業団体

からは、ともに地下水と土を育むための会議

になったことをうれしく思うというような御

意見が出ております。 

 それから２つ目、(2)ですが、生産者・消

費者の取り組みに対する意見でございます。

生産者だけに押しつけるのではなくて、消費

者が連携して農産物が売れるという仕組みづ

くりが必要、それから生産者が、土壌や堆肥

を分析した結果に基づき施肥をすることが重

要というような御意見、それから消費者が理

解するための教育が必要だというような意

見、それから農畜産業では既に対策に取り組

んでいるところであると、県民会議を契機

に、行政や消費者と一体となって取り組みた
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いというような御意見が出されております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 (3)ですが、行政に対する意見、要望とい

うことでございます。 

 １つ目が、税金の使い方が非常に重要だと

いうような御意見があっております。それか

ら消費者団体からは、消費者に正しい情報を

提供し、実行すべき具体的な行動を示すこと

が大切だということでございます。それから

生産者が意欲を持って取り組める施策を提案

してもらいたい、それから地下水のブランド

を守ることは農業のブランドを守ることにつ

ながる、農業と環境がウィンウィンの関係に

なるように進めてほしいといったような意見

が出されております。 

 続きまして、パブリックコメントの結果で

ございます。 

 募集期間は、11月の10日から12月の９日ま

でということで実施いたしました。この間

に、２名の方から内容的には９件の意見が提

出されております。そのうちの４件は、堆肥

の原材料を家畜排せつ物に限定できないので

はないかというような、堆肥の定義に関する

御意見でございました。そのほかは、用語の

使い方とか、ほかの条例との関係についての

質問でございました。 

 ４ページ以降でございます。 

 これは参考ということでございますが、現

時点での条例の要綱の案でございます。これ

は参考ということで添付しております。この

要綱に基づきまして、２月議会上程に向けて

条例案を今作成しているところでございま

す。 

 報告は以上でございます。 

 

○渕上陽一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

 

○井手順雄委員 １番目の資料の火山の噴火

に対してのあれですが、１ページ目の降灰厚

の測定結果というのが、去年の分が出ており

ますけども、これトータルすれば１センチ２

ミリぐらいは堆積しているという状況の中

で、今後堆積量の観測を徹底するということ

でありますけども、実際、現時点においてど

のくらい降灰量というのがあるのか、わかっ

ているところがあれば教えていただきたいと

思います。 

 

○田中農林水産政策課長 灰の量でございま

すけど、これは１月の初めの数値でございま

して、その後③のところの仙酔峡のロープウ

ェイの状況でございますが、現在のところ

は、１月の19日までで6.8ミリというふうに

なっております。 

 

○井手順雄委員 いやいや。この測点の例え

ば①から⑩までありますね、この累計という

のを全部足せば２センチ６ミリあるわけです

たいな。これに掛けるの堆積面積、掛ければ

量というのが出てくるんじゃないですか。そ

れは何ぼあるんですか。 

 

○田中農林水産政策課長 これはそれぞれの

地点ごとの堆積ですので、それを全て足すと

また多くなるということになります。 

 

○井手順雄委員 堆積量というのはどのぐら

いあるんですかというのを聞いているんで

す。平均でいいですから。 

 

○田中農林水産政策課長 委員がおっしゃる

のは平均の、全体ならしたところの数値とい

うことですが、ちょっと済みません、そこの

ところは把握しておりませんので、それは全

体の排出量から恐らく換算されることになる

かなと思いますけど、申しわけないですけ

ど、そこのところは把握しておりません。 
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○井手順雄委員 それはおかしかっじゃなか

ですか。12月から降灰した中で、もう１月末

時点で２カ月たっています。その中で、例え

ば12月中には堆積量というのが出ている、堆

積する厚みが出とるならば、降灰面積で平均

で何トン出ていますよとか、それはすぐ計算

でできるじゃないですか、こういう換算数量

でいくならば。それを把握してないというこ

とですね。 

 

○田中農林水産政策課長 その全体のやつは

把握しておりません。この地点、地点のやつ

は県で灰の厚さを観測しているというところ

です。 

 

○井手順雄委員 では、いつごろそれは出る

んですか。大体毎月こんだけ火山灰が降って

いますという数量的なやつはいつごろ出るん

ですか。そういうふうな計算もしないわけで

すか、今後とも。いかがですか。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産部のほう

では、先ほど申しましたようにｐＨと合わせ

まして、今回20地点の観測地点を設けまし

て、灰の厚さを計測していきたいと思いま

す。ただ、地点、地点によっては、やっぱり

降灰の量が違うもんですから、観測地点をふ

やしつつ正確な量が把握できるようにしたい

と考えております。 

 

○井手順雄委員 私が聞きたいのは、どんだ

け降りましたかという総体的な量を把握する

んですか、しないんですか。これをしなくち

ゃ根本的な話が、議論ができないじゃないで

すか。その辺はどう考えていらっしゃるの

か。それはいつごろ出しますか。 

 

○濱田政策審議監 井手委員のお尋ねでござ

います。全体的な降灰の重量、この量という

のは把握が必要だと思っています。実は、こ

の活動火山の対策特別措置法に基づきまし

て、これから降灰除去事業なり計画の策定が

必要になってまいります。その時点では、そ

の量をきちんと把握した上で、その事業内容

の補助率とかにもかかってまいりますので、

そこはきちんとやるつもりでございますが、

その時間をいましばらくいただきたいなとい

うふうに思っています。 

 

○井手順雄委員 では、そこで要望なんです

が、結局、灰が降ります、面積に、そして雨

が降ります、川に流れます、白川あたりが本

流になってきますから、ここに流れて今度は

有明海に来るわけですね。その分の量の把握

というのも、ぜひともそこで推定でも結構で

ございますので、その量の把握もやっていた

だきたいということをお願いしておきます。

そのときに。 

 それと、ｐＨの問題ですが、基本的に火山

灰というのは、３パターン書いてありますけ

ど、大体基本的にどのくらいですか、ｐＨの

値というのは。 

 

○園田農業技術課長 火山灰のｐＨがその都

度爆発によって変化をいたします。それで、

前回の昭和55年ごろのｐＨと今回のｐＨはま

た違う数値になっております。定期的に爆発

ごとにちょっとｐＨを調査いたしますと、11

月の27日現在では6.2というｐＨでございま

す。それが１月の４日が6.4、それから１月

の14日が5.5ということで、爆発によってｐ

Ｈは変化しております。 

 

○井手順雄委員 わかりました。その辺のｐ

Ｈの把握もやっていただき、今後調査される

中で、河川も定点的にｐＨ検査をしてくださ

い。やっぱり海に対するｐＨが一番問題であ

りまして、ノリなんかはすぐｐＨに反応しま

す。この辺が重要ですから、河川に流入する

火山灰の量とそのｐＨの値、これを今後調査
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される中で必ず明記していただきたい、要望

しておきます。以上です。 

 

○梅本農林水産部長 ただいまの火山灰の全

体の量、それからｐＨは酸性ですけれども、

それが河川にも影響して、海にも影響すると

いうことで、私のほうからは全庁的なプロジ

ェクトチームにきょうの御意見を上げまし

て、全庁的な捉え方の中で対応してまいりた

いと思います。 

 

○井手順雄委員 ありがとうございます。以

上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○岩中伸司委員 資料の(2)ですか、農業産

出額の問題で、ここに熊本県も、これは４ペ

ージになりますか、生産農業所得ということ

で今報告をいただきました。ずっと生産額も

生産量もこの間、熊本は出荷額も結構大きく

なっていて非常にいいなと思うんですが、ち

ょっと私もわかりにくいんですが、大ざっぱ

なやつはわかりますが、ここの資料で出され

ているのは、熊本も全国で４位で、生産農業

所得が1,167億円ということで、所得率は36

％としてありますが、具体的にわかる範囲で

いいんですが、熊本の農家の方々の所得とい

うのはこれに応じて、これは畜産やいろいろ

農家の種類もありますのでわかりにくいとは

思いますが、一般的に農家個別の所得という

のはどういう形ではね返っているのかなとい

うのは――全体の平均はここに出されていま

すが、厳しい状況をよく聞くんでですね。 

 

○田中農林水産政策課長 主業農家の――農

業を専門にされている農家の状況でございま

すけど、ちょっと済みません、平成24年しか

数値が手元にございませんけど、農家の農業

所得が597万円というふうになっておりま

す。一般世帯の所得は600万程度と言われて

いますので、主業農家については、かなりこ

れに近づいたところで回復傾向にあるという

ふうに考えております。 

 

○岩中伸司委員 一番新しいので24年です

が、全体から見れば、それよりも今は、そう

したらかなりよくなっていると判断していい

ですかね。 

 

○田中農林水産政策課長 生産所得自体が2.

9％というふうな増加になっておりますの

で、この24年の数値より改善になるんじゃな

いかなというふうに判断しております。 

 

○岩中伸司委員 やっぱり個別の農家、専業

農家、農業で生計を立てている人が、ずっと

見れば、後継者がいないという現状で耕作放

棄地もふえていますので、何か農業に魅力が

ある、そういった意味では収入もやっぱり一

定以上確保しなければ若者も参入してこない

と思うんで、その辺はぜひ、非常に難しい問

題があると思いますが、頑張っていただきた

いというふうに思います。よろしくお願いし

ておきます。 

 

○村上寅美委員 ミカン価格の問題で、これ

は知事か部長か課長か、英断でこういうこと

を全国に先駆けて熊本県はやってもらったと

いうことに、感謝をまず申し上げます。 

 ところで、10％から30％までと、価格の下

落に対してですけど、この率は大体把握して

いる、数量。 

 

○古場園芸課長 ミカン農家は県全体で5,00

0戸ほどおります。果実連の販売金額が前年

度よりも20％減になっております。そういう

ことからすると、10％以上の減収の農家とい

うのはかなり多いんじゃないかというふうに
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考えております。 

 

○村上寅美委員 かなりというぐらいで、数

字はまだ出ていない。 

 

○古場園芸課長 出ておりません。 

 

○村上寅美委員 これは果実連からの引き合

いのデータでするわけ。 

 

○古場園芸課長 対象は、それぞれの農家の

方の申告でされるということになっておりま

すので、はい……。 

 

○村上寅美委員 はいて何ね。 

 

○古場園芸課長 農家の申告で10％以上減収

した方は…… 

 

○村上寅美委員 この農家の申告で。その申

告はどうするの。ダイレクトじゃないでしょ

うから、ＪＡがまとめるわけ。 

 

○山口団体支援課長 団体支援課でございま

す。融資機関のほうで、対前年度の一定の期

間とことしの一定の期間を比較しまして、10

％以上減少しているかどうかを…… 

 

○村上寅美委員 窓口はどこですかと聞いて

いるわけ。 

 

○山口団体支援課長 金融機関でございま

す。 

 

○村上寅美委員 生産者が申告しなきゃいか

ぬでしょう、生産者が。県にダイレクトじゃ

ないでしょう。 

 

○山口団体支援課長 はい、そうです。 

 

○村上寅美委員 はい、そうですて、だから

どこですかと聞いているわけ。 

 

○山口団体支援課長 金融機関でございま

す。 

 

○村上寅美委員 金融機関。 

 

○山口団体支援課長 はい。 

 

○村上寅美委員 個々の金融機関というが、

それはだから個々にするの。ＪＡがまとめて

――窓口はどこになるの。金融機関が――融

資窓口は金融機関ということでよくわかった

けど――どこ。 

 

○山口団体支援課長 まず、農家の方がこの

資金を必要とする場合には金融機関、例えば

農協であるとか、公庫であるとか、肥後銀行

であるとか、そういったところが窓口になり

ます。 

 

○村上寅美委員 そこを徹底しとかなぬのが

１点。 

 それから委員長、もう一点は、既にこれは

何でも一緒だ、漁協も一緒だけど、生産者と

いうのは借り入れしているわけですよ、借り

入れを、自分の借り入れを。そうすると、せ

っかくセーフティネットということで、こう

いうことをしてもらうとなら、これは別枠な

ら別枠でしてもらわないと、もう借り入れし

ているから、ここで本当に欲しい人が借り入

れが満杯で、限度額借っとったらそれでいい

んですか。これは全くな別枠、その辺はどう

なの。 

 制度はつくるけど、農業も漁業も借り入れ

られないわけたい、本人のパイが。補助じゃ

ない、補助金じゃないから、これは無利子の

３年間の借入だから、借り入れだからです

ね。だから、その辺は県の指導はどうです
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か。 

 

○山口団体支援課長 おっしゃられますよう

に、まず融資機関が、融資してもらうことが

前提でございますので、仮に非常に返済等が

困難な場合には、信用力を補完します基金協

会というところがございますので、そういっ

たところを活用していただきながら、本当に

困っている農家の方々につきましては、しっ

かり償還計画が立つように指導してもらいた

いなということで、先週も説明会をしたとこ

ろでございます。 

 

○村上寅美委員 そこを僕は言っているわけ

たい。そうすると、満杯だから。では方法は

何かと。今言ったように、漁信基、セーフテ

ィネットということは、これは国が保証して

いるから、金融機関も引っかからぬわけです

よ、全然。だから、あなたのところがしっか

りあれしてくれたら借りられるわけ、そうい

う人も。 

 その辺が通り一遍にダイレクトにいった場

合に、もういっぱいだというて断られると

か、書類がものすごい書類を言うから、この

辺のところを、こがん面倒かならと。そして

下限は100万、上限が600万だろう。これは非

常に夏枯れとかなんとか助かるわけよ。助か

るけど、せっかく制度を国・県でつくってく

れた、実施として、これが本当に２億5,000

万が実行に移す、実行に移せる、あるいは足

りないというぐらい生産者が喜ぶというか、

生産者が到達するような指導と規約にしても

らいたいたいなというのが要望です。 

 君一人じゃできぬだろうから、これは梅本

部長、国にも担当から要望してください。そ

うしないと、書類つくるだけでも――個人じ

ゃつくりきらぬですよ。 

 

○梅本農林水産部長 私どもがこのような形

で、農家や漁家の皆様方に対して資金をつく

ったりしていきますのは、目的は、この苦し

い時期だけど、これを乗り越えていただい

て、漁業や農業を続けていただいて、地域を

守っていただくことでございます。その目的

がかなうように、制度をつくっただけではな

くて、運用面も含めてきちっと目配りしてま

いりたいと考えます。 

 

○村上寅美委員 結構です。よろしく頼んで

おきます。 

 

○渕上陽一委員長 ほかにありませんか。な

ければ、以上で質疑を終了いたします。 

 次に、その他に入ります。その他で何かあ

りませんか。 

 

○井手順雄委員 きょうの熊日見たですけ

ど、農地転用の何か緩和というような形で国

が対策を打ち出すと、やっぱり地方創生とい

う形の中で。これは具体的にどこか把握され

とるですか、どういう感じのやつなのか。 

 

○本田農地・農業振興課長 農地・農業振興

課でございます。 

 きょうの新聞報道と、あと自民党の党のホ

ームページから情報等を入手しまして、昨日

自民党のほうの部会等で出た資料は入手して

ございます。 

 それによりますと、これまで農地転用につ

いては３つの区分ございまして、２ヘクター

ル以下、あるいは２から４ヘクタール、４ヘ

クタール以上という３つの区分がありまし

て、現在は４ヘクタール以上は国が許可権限

を持ってございます。この４ヘクタール以上

についても、基本的には都道府県に権限をお

ろすということと、おろしはするけども、国

への協議はお願いしたいというところで、地

方６団体は完全市町村への移譲を要望してお

ったんですけども、中間ぐらいで決着しそう

だというふうな形で聞いてございます。 
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○井手順雄委員 それをきょう新聞でも書い

てありますし自民党でも見たんですけれど。

具体的に事例ばちょっと挙げて説明したら―

―どういうことが緩和になるのかというふう

な何か具体的な例を出して説明していただけ

ればありがたいですけれども。 

 

○本田農地・農業振興課長 農地転用は大体

年間2,000件ぐらいございますけれども、先

ほど言いましたように、４ヘクタール以上の

大きい案件というのは年に１～２件ぐらいで

ございます。２から４ヘクタールぐらいの中

間、これも余り多くございませんで、年間に

数件ぐらいというところで、ほとんどの99％

の案件については、現時点でも県のほうで許

可をしておるという状況でありますが、その

中規模、大規模のところが、国から県へ権限

がおりてまいりますと、これまで数カ月かか

っておった期間がかなり短縮されまして、例

えば２カ月程度とか、それぐらいで農地転用

の申請を受けてから許可するまでの期間が短

縮されるというようなことは予想されるかと

思います。 

 

○井手順雄委員 それは大規模というか、そ

ういった大規模開発のところの農地転用とい

う形の中でありますけども、我々が今直面し

ているのは小規模ですよ。例えば、集落内開

発制度が今ありますけども、そこに、もう一

ぐるりぐらい開発ができないだろうかという

ような話が、今後一番重要になってくると私

は思っているんですよ。 

 というのはどういうことかといいますと、

やっぱり都市部から離れたところの熊本市に

おいても過疎化が進んでいるんです。やっぱ

り家建てられぬけんですよ。そういうところ

をこういった大規模の開発を緩和していくな

らば、そういった小規模のところもどやんか

緩和して、ついでに――ついでじゃないけど

も、あわせてそういった形の緩和策というの

は全然話に出てこないんですか、国から今。 

 

○本田農地・農業振興課長 転用の基準自体

の緩和については、現時点では出ておりませ

ん。 

 

○井手順雄委員 結局、こういったことをや

っていくならば、やっぱり県から国のほう

に、こういったところも必要じゃないんです

かという要望をぜひともやっていただかない

と、大規模開発ばっかり緩和していってもい

かぬところもあるし、やっぱりいかに地方に

人が住んでいただけるかというところのこと

が今回の地方創生と、私はそれが基本だと考

えておりますので、そこ辺も行政がちょっと

考えれば、制度をちょっと考えを変えるだけ

でできることでありますので、予算も要りま

せんし、その分農地をどがんして確保してい

くかというところも、ちゃんと県が代替案を

出して国に申し上げれば、石破大臣でん、う

ん、わかったとなるかもしれぬけんが、ひと

つその辺をよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

○本田農地・農業振興課長 委員長、ちょっ

と補足をお願いします。 

 今回の地方分権の権限移譲とは別の議論で

ございますけども、昨年の末ぐらいに地域再

生法の一部改正があってございまして、この

中で若干基準自体の緩和といいますか、例え

ば農家のレストランとか、農家民宿とか、こ

のものについては１種農地の中でも一部でき

るようになるとか、ここは少し緩和というの

は若干は出てございます。現時点ではその程

度でございます。 

 

○井手順雄委員 よろしくお願いします。 

 

○渕上陽一委員長 ほかにありませんか。な
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ければ、以上で本日の議題は終了いたしま

す。 

 最後に、要望が２件提出されておりますの

で、参考としてお手元に写しを配付しており

ます。 

 それでは、これをもちまして第８回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

  午前10時42分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により
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